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今週のキーワード 投資対象を多様化させることで、価格変動リスクを低減させ、好リターンを目指す手

法。「国内と海外」「新興国と先進国」といった地域の分散や、株式・再建・投資信託

など商品の分散、通貨の分散などの手法がある。ある程度の期間を保持すれば一定の

リターンが期待できるため、中長期的な資産運用に適している。一方で、低リスクの

ためリターンが少ないのがデメリットともいえる。 

分散投資  

 

一般社団法人を設立する節税にメス 
親族が代表者を継いだ場合は課税 

 

2018年度税制改正において、一般社団法人の設立

を利用した過度な節税にメスが入る。社団法人の節

税とは、社団法人は企業の株式に当たる持ち分が存

在しないことから、相続税がかからない制度を利用

したもの。例えば、親が代表者となって社団法人を

設立し、資産を移した後、子どもを代表者に就かせ、

法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかか

らず、非課税で資産を相続できることになる。 

税制改正大綱によると、節税封じ策として、まず、

個人から一般社団法人又は一般財団法人に対して

財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税につ

いては、役員等に占める親族等の割合が３分の１以

下である旨の定款の定めがあることなど、贈与税等

の負担が不当に減少する結果とならないものとさ

れる現行の要件のうち、いずれかを満たさない場合

に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化す

る。次に、特定の一般社団法人等に対する相続税の

課税として、特定一般社団法人等の役員が死亡した

場合には、その特定一般社団法人等が、その純資産

価額をその死亡時における同族役員（被相続人を含

む）の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈

により取得したものとみなして、その特定一般社団

法人等に相続税を課税することとする。 

つまり、現行は相続税がかからない社団法人につ

いて、親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象と

みなさず、社団法人に相続税を課税するように見直

すわけだ。 

LINEがネット証券と提携、約70億円を投資 
資産運用事業に参入を決めた理由とは？ 

 

SNS大手のLINEは、1月18日に2015年創業のネッ

ト証券会社FOLIO（フォリオ）と資本業務提携を

締結し、約70億円を投資したと発表。ゴールドマ

ン・サックスや三井物産などと共同だが、半分以

上はLINEによるものだと報じられている。 

FOLIOは「資産運用をバリアフリーに。」をミ

ッションに掲げ、10万円前後から分散投資ができ

るサービスを展開。「ドローン」や「ガールズト

レンド」といったテーマを選べば複数の企業の投

資ができる仕組みが特徴。若年層をターゲットと

した本サービスは20～30代がコア利用者層で、国

内月間利用者数7,100万人以上と大規模なユーザ

ー基盤を持つLINEとの提携は、願ってもないもの

ではないか。 

LINE側のメリットは、同社の収益構造を見れば

読み解くことができる。収益の柱は、ゲーム、ス

タンプ、広告の3つ。いずれも安定した売上をあ

げているが、トレンドの移り変わりに左右される

リスクは否めない。そこで、ゲームやマンガとい

ったコンテンツだけでなく、決済やショッピング

といった生活に密着したプラットフォームにな

ることを目指しているのだ。すでに決済では

「LINE Pay」を実施しているが、より強固に“お

金”との結びつきを強めるにユーザーを資産運用

のマーケットに巻き込むのが狙い。この賭けが吉

と出るか凶と出るか、今後の動きから目が離せな

い。 
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